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政治資金監査実務に関するフォローアップ研修実施要領（案） 

 

平成２６年３月２８日 

政治資金適正化委員会決定 

 
改正 平成２９年 ３月３１日 
改正 平成３０年 ８月 ９日 
改正 令和 元年 ５月 １日 
改正 令和 ２年  月  日 

 

１ 研修の目的 

 政治資金規正法第１９条の３０第１項第３号に基づき、政治資金規正法第

１９条の２７第１項に規定する政治資金監査に関する研修で修得した専門

的知識をフォローアップする研修（以下「フォローアップ研修」という。）

を行うことで、登録政治資金監査人が政治資金監査実務の基礎知識を定着・

向上させることを目的とする。 

 

２ フォローアップ研修対象者 

 政治資金規正法第１９条の２７第１項に規定する政治資金監査に関する

研修を修了した登録政治資金監査人 

 

３ フォローアップ研修の実施 

  政治資金適正化委員会はフォローアップ研修において、次の研修を実施す

る。 

（１）政治資金監査実務の基礎知識の定着に資する研修 

  （以下「再受講研修」という。） 

（２）政治資金監査実務の向上に資する研修 

  （以下「実務向上研修」という。） 

 

４ フォローアップ研修時間及び内容 

 フォローアップ研修に要する時間は５時間半程度とし、それぞれの時間及

び内容は、次のとおりとする。 

（１）再受講研修（全体は３時間程度、講義時間は２時間半程度） 

  政治資金監査に関する研修実施要領（平成２０年１２月１０日政治資金適

正化委員会決定）の「３ 研修時間及び内容」と同様とする。 
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（２）実務向上研修（全体は２時間半程度、講義時間は２時間１５分程度） 

  主に以下の内容について講義を行うこととし、詳細は各年度に決定する。 

 ・政治資金監査のポイント 

 ・政治資金監査の質の向上 

 ・「政治資金監査に関する具体的な指針」及び「政治資金監査に関するＱ＆

Ａ」等の改定に伴う政治資金監査制度に関する変更点 

  ・演習問題 

 

５ フォローアップ研修の受講 

フォローアップ研修のうち、再受講研修は特に希望する者が受講するもの

であるが、実務向上研修はできる限り受講することが望ましい。 

 

６ フォローアップ研修受講の手続 

  フォローアップ研修の受講申込手続については、次のとおりとする。 

（１）フォローアップ研修参加申込書の提出 

フォローアップ研修の受講を希望する者は、氏名、登録番号及び受講を

希望する研修の日時・会場を記載した書面（「政治資金監査実務に関する

フォローアップ研修参加申込書」（別紙様式１）。以下「フォローアップ研

修参加申込書」という。）を、政治資金適正化委員会に提出することとす

る（提出期限はフォローアップ研修日の４週間前まで）。 

（２）受講者の決定 

 政治資金適正化委員会は、フォローアップ研修参加申込書の記載内容を

確認の上、定員の範囲内でフォローアップ研修受講者を速やかに決定し、

各受講決定者に対して研修を行う日時及び会場の所在地等を記載した書

面（「政治資金監査実務に関するフォローアップ研修受講決定通知書」（別

紙様式２））を交付する。 

（３）フォローアップ研修手数料 

   フォローアップ研修手数料は無料とする。 

（４）提出期限の特例 

 政治資金適正化委員会は、（１）に定める提出期限後にフォローアップ

研修参加申込書が提出されたときは、その受講希望日時のフォローアップ

研修に空きがあり、かつ、当該研修の実施に支障がないと認められる場合

に、当該研修受講の手続を進めることができるものとする。 
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７ フォローアップ研修受講者の遵守事項 

  フォローアップ研修受講者は、指定された日時及び会場において研修を受

講しなければならない。また、研修会場となる施設の諸規定を遵守するとと

もに、政治資金適正化委員会事務局の職員の指示に従わなければならない。 

 

８ 研修参加証明書の交付 

  政治資金適正化委員会は、研修修了後、希望するフォローアップ研修受講

者に対し、研修参加証明書（別紙様式３）を交付する。 

 

９ 雑則 

  この要領に定めるもののほか、フォローアップ研修の実施に関し必要な事

項は、委員長が政治資金適正化委員会に諮って定める。 

 

附 則 

 この実施要領は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

   改正後の実施要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

附 則 

   改正後の実施要領は、平成３０年８月９日から施行する。 

 

附 則 

   改正後の実施要領は、令和元年５月１日から施行する。 

 

附 則 

   令和２年度におけるフォローアップ研修は、「リモート研修実施要領」 

（令和２年 月 日政治資金適正化委員会決定）に基づき実施する。
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（別紙様式１） 

 

申込日 令和  年  月  日 

政治資金適正化委員会事務局 あて 

  

政治資金監査実務に関するフォローアップ研修参加申込書 

 

 

氏 名  監 査 人 

登録番号  

 

連絡先  

参加希望日 

第１希望 

（再受講研修）   令和  年  月  日（ ）    会場 

（実務向上研修）  令和  年  月  日（ ）    会場 

参加希望日 

第２希望 

（再受講研修）   令和  年  月  日（ ）    会場 

（実務向上研修）  令和  年  月  日（ ）    会場 

注意事項 

 
 

質問事項欄 

注意事項 

  

※「注意事項」については、研修の実施方法等に応じて適宜の記載をする。 
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（別紙様式２） 

 

令和  年  月  日 

 様 
 

  

                           政治資金適正化委員会 

                            事務局長 

 

政治資金監査実務に関するフォローアップ研修受講決定通知書 

 

政治資金監査実務に関するフォローアップ研修について、下記のとおり受講者を 

決定しましたので、通知します。 

 

記 
 

受 講 者 氏 名  

登 録 番 号  

研 修 日 時 

 

（再受講研修） 令和 年 月 日（ ）〇〇：〇〇～〇〇：〇〇   

（実務向上研修）令和 年 月 日（ ）〇〇：〇〇～〇〇：〇〇  

研 修 会 場   

携  行  品  

 

注意事項 

 （１）研修当日、受付にて登録政治資金監査人証票により本人確認をしますので、必ず登録政治資 

金監査人証票をご持参ください。 

     

 

 

 

 

 

※「注意事項」については、研修の実施方法等に応じて適宜の記載をする。 

 

… 
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（別紙様式３） 

 

研修参加証明書 

 

受講者氏名             

 

 上記の者は、下記のとおり政治資金規正法第１９条の３０第１項第３号に基づく研修に

参加したことを証明する。 

 

記 

 

１ 研 修 名 政治資金監査実務に関するフォローアップ研修（〇〇〇〇） 

２ 開催日時  

３ 開催場所  

 

 

 

 

 

 

 

※Ａ４サイズ、カラー、地紋印刷 

 

政治資金適正化委員会事務局 

研修参加証明 

政治資金適正化委員会 

事務局 

００．００．００ 


